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第20回鳥取県教育審議会の概要について 

平成 30年 11月 22日 

教 育 総 務 課 

 

１ 日 時 平成30年11月１日（木）午後２時から午後４時まで 

２ 場 所 鳥取県庁第二庁舎第34会議室 

３ 出席者 教育審議会委員（21名） 

４ 概 要  

（１）議題 

ア 「鳥取県教育振興基本計画の改訂について」 

＜状況等＞ 

 本県教育が中長期的に目指す方向性等を示した鳥取県教育振興基本計画（以下「基

本計画」という。）について、現行基本計画の計画期間が平成30年度で終了するこ

とに伴い、次期計画（平成31～35年度）策定方針等について、協議を行った。 

 

＜委員意見等＞ ●委員意見、○事務局説明等（以下、同様） 

●自己肯定感については、どのような自己肯定感を育てていくかが重要となる。自

己肯定感と一言で片づけてしまわず、育てていくべき自己肯定感を考えていくこ

とが必要。 

●文化芸術について、学校において美術・図工・音楽の時間は、他の教科に押され

気味になっているというイメージがある。文化芸術を担う人材を育成することは

重要であるが、具体的なことを議論しているのか。 

○具体的な中身はこれから詰めていくことになるが、文化芸術については学校教育

や社会に出てからの学びが重要であり、その中で才能を開花させ、活躍して人材

を育成していく。 

○スポーツの分野では、「トップアスリートの育成」が取組としてあり、文化芸術

を「牽引」となると、大きな言葉になるが、文化芸術をがんばる子どもたちもし

っかり育てていくということで、スポーツとの関連も意識して、取り組んでいく。 

●新しく整備する美術館について、美術ラーニングセンター等により、子どもたち

の教育の場を作ることについて議論されていると思うが、美術館以外にもとりぎ

ん文化会館（鳥取県立県民文化会館）や鳥の劇場等の文化施設、民間等と連携し、

積極的に文化芸術施策を進めていくことも必要。 

●自己肯定感について、定義が分からない。また、自己肯定感をどの年齢で育んで

いくのか。小中高等学校の各段階に応じてどのように育てていくのかを大局的に

考えることが必要。県としてはその幹となる部分を考えていくことが重要である。 

●芸術文化、スポーツの推進について、基礎である小中学校が重要となる。そこを

しっかり手当てし、鳥取県として、国内、インターナショナルにどう発信してい

くかが重要。 

●いじめの問題について、いじめ防止対策推進法が制定され、いじめの件数が増え

ているが、学校現場では、いじめと捉えるべきか判断が難しい案件を報告しろと

言われたり、いじめの件数が「ゼロ」のはずがないと言われたりすることがある

と、対応が難しくなるのではないか。教育委員会からの指導が一方向からでなく、

現場がどのように考えているかを十分に考えたうえで行ってほしい。早期発見、

早期対応が必要なのは当然だが、現場の考えと、すれ違わないようにすることが

必要。 



●不登校については、発達障がいとの関連が強い。例えば、「目を見て話をする」

ということについて、発達障がいの子どもから見ればそれは最も苦手なこと。不

登校の件数を減らすことについて、その取組が、いわゆる学校文化に適応すると

いうことを目指すだけでなく、幅広く検討してほしい。 

●自己肯定感について、幼児教育、家庭教育が重要になってくる。幼児教育につい

て、その初動としての取組を考えてほしい。 

●ふるさと教育について、子どもたちに、鳥取で色々なことができ、ビジネスも成

り立ち、チャレンジができるということを高校生を中心に発信していくことが重

要。 

●文化芸術については、簡単に形になることではない。文化芸術は押しつけではな

く、鳥取県人としての教養を身に付けていく中の一つとして、提示するべきでは

ないか。何か目標値を定めるのではなく、子どもたちがその環境の中で、次のス

テップに進んでいけるようにしていくことが重要。 

●自己肯定感を育むことについては、大学で研究されている。大学や研究者と共同

し、体系的に考えていくべき。 

 

イ 「小中学校における学力向上対策について」 

＜状況等＞ 

全国学力・学習状況調査結果における課題の解決に向け、「学力向上推進プロ

ジェクトチーム会議」を設置し、学校・家庭・教育委員会が一体となり、対応し

ている。今後の取組について、協議を行った。 

 

＜委員意見等＞ 

●学力については、塾の存在が大きい。塾の存在がある中で、結果を評価されても、

学校現場は困るのではないか。それは保護者の経済状況や家庭の環境も関わって

くる。子どもたちに平等な機会を与えることが必要。数字とらわれずに、本質的

なところを見てほしい。 

○都会では家庭学習以外の塾で学ぶ環境が整っている、鳥取県と都会では環境面が

異なり、塾の時間を含めた家庭学習の時間は少ない。ただ、学力上位県である福

井県、秋田県、石川県でも同様の状況であり、塾の多い少ないだけでは語れない

部分もある。 

 

ウ 「ふるさと教育の取組について」 

＜状況等＞ 

児童生徒が自らのアイデンティティを創りあげ、ふるさと鳥取に誇りと愛着を

持ち、将来の鳥取県を担う人材を育成していくため、「ふるさと教育」の推進が

重要となっている。 

児童生徒が、ふるさとの良さについて学習するとともに、地域や外部に向けて

積極的な発信を行ったり、地域が直面している課題の解決に向けた探究活動に取

り組んだりするなどして、学んだことを活用できるようにするための具体的な取

組について、協議を行った。 

 

＜委員意見等＞ 

●地域行事等に積極的に参加する保護者の家庭では、子どもも自然と地域行事等に



参加するようになる。自己肯定感、幼児教育、家庭教育等も含めて、家庭の考え

方が重要であり、ふるさと教育にもつながってくる。 

●鳥取県の子どもは、鳥取の良いところは十分に理解していると思う。一方、夢や

希望をもっていると回答する割合が低いということについては、都会に比べ衝撃

的なことを与えられる機会が少ないことや、今の状況・環境に満足しているとこ

ろがあるのではないか。夢や希望はある段階で自然と持つようにもなる、「夢や

希望を必ず持ちなさい」とまで言わなくてもよいと思う。 

●歴史上の人物だけでなく、今現在、鳥取で活躍している人を学ぶ機会を設けてほ

しい。読本のようなものを作るのなら、今生きている大人たちの姿を伝えるよう

にしてほしい。 

●地域のことを知るには、新聞を活用すべき。新聞をしっかり読んで、地域のこと

を学ぶという方向性が必要だと思う。 

●地域に誇りを持つためには、現代の抱える困難に若者も一緒に立ち向かおうとい

う呼びかけが必要。きれいな言葉だけでは、子どもたちには届かない。 

●鳥取の良さを学ぶことについて、「良さ」は押し付けるものではない。「ここが

良いところです」という出し方は気になる。 

●日々の生活や学習の中で、目標を持って取り組むということが大きなものに繋が

っていくと思う。 

●押しつけのような教材を作って教えるのではなく、子どもたちが主体的に調べ、

発見があることが大事だと思う。 

 

（２）報告事項  

ア 学校における教職員の働き方改革について 

＜報告内容＞ 

学校や子どもたちをとりまく教育環境が多様化、複雑化し、学校に求められる

教育課題が増加する中、教職員の時間外業務が常態化している。 

時間外業務削減に向けた具体的な目標及び取組内容等を明らかにするため、平

成29年度に「学校業務カイゼンプラン」を策定し、働き方改革の取組を加速して

いる。 

（取組の成果等） 

・一人当たり時間外業務時間数（対前年度比：８月末現在）が、高校学校が△

11％、特別支援学校が△９％と減少 

・部活動指導員の配置により、顧問の時間外業務が削減されるとともに、教員

業務アシスタントに印刷業務等を集約することで、教員の事務負担が軽減 

 

イ 夜間中学等の調査研究に係る検討状況について 

平成28年12月に「義務の教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律」が公布され、夜間中学における就学機会の提供等の措置が必

要となり、夜間中学等の設置の方向性等について、調査研究を実施している。 

＜報告内容＞ 

１ 夜間中学等の調査研究に係る検討状況 

（１）夜間中学等について県民へ周知及び相談窓口の設置【H30.5月】 

（２）第１回夜間中学等調査研究部会の開催【H30.6.13】 

夜間中学等の概要と現状の共有、夜間中学に関するニーズ調査の検討 



 

（３）夜間中学に関するニーズ調査 

調査用紙による調査【H30.8.24～11.20】 

県政参画電子アンケート【H30.10.25～11.8】 

（４）夜間中学先進校視察の実施 

（５）学びの機会確保に向けたシンポジウムの開催 

２ 今後の予定 

（１）第２回夜間中学等調査研究部会【H30.12月予定】 

（２）第３回夜間中学等調査研究部会【H31.2月予定】 

 

ウ 県外生徒の積極的募集について 

＜報告内容＞ 

本県の中学校卒業者数は減少傾向にあり、県外からの生徒を積極的に受け入れ

ていくことで、県立高校の適正規模の維持と活性化を図る。 

（取組内容） 

１ 県外生徒の募集に係る条件等の緩和 

（１）推薦入試における県外生徒の募集枠の拡大 

（２）一般入試における県外通学生枠の新設 

２ 県外生徒を受け入れるための住環境の整備 

（１）岩美高校における下宿先登録制度の導入 

地元自治体が県立高校の県外生の受入に係る積極的な支援を行っている岩

美高校において県外生徒の下宿を引受けてもらえる岩美町内の家庭等の事前

登録制度をモデル的に導入。実際に、県外生徒を下宿先として受け入れた家庭

には県から補助金を支給。 

（２）私立倉吉北高校の学生寮への県立高校の生徒の入寮 

私立倉吉北高校の学生寮に空室があったことから、同校を運営する学校法人

と協定を締結し、平成31年度以降、県立高校の生徒を同校の学生寮に入寮でき

るようにした。 

 

 

エ 平成29年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

の公表について 

＜報告内容＞ 

平成30年10月に平成29年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」の結果が公表された。 

・いじめに関しては、小・中学校で昨年度より認知件数が増加しているが、千

人あたりの認知件数は全国平均を下回っている。 

・不登校に関しては、鳥取県は平成28年度と比べ、小学校は14人増加（出現率

は0.05％上昇）、中学校は３人増加（出現率は0.08％上昇）、高校は23人増

加（出現率は0.17％上昇）している。 

・暴力行為に関しては、小・中学校とも前年度を上回り、平成25年度以降で過

去最高の数値となっている。また、小・中学校ともに、生徒間暴力の件数が

増えている。 



 


